
款　・　項　・　目
目　の　名　称

事業別の名称 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

地方消費税
交付金

（社会保障財
源分）

その他

３．１．３
老人福祉費 5,650 721 95 912 3,922

在宅福祉サービス事業
３．１．３

老人福祉費 4,595 1,331 616 2,648
施設福祉サービス事業

３．１．４
福祉医療費 88,861 43,161 1,994 8,246 35,460
福祉医療事業
３．１．５

障害者福祉費 253,503 130,117 64,878 11,039 47,469
障害者自立支援事業

３．１．５
障害者福祉費 25,650 4,527 2,263 3,558 15,302

地域生活支援事業
３．１．８

後期高齢者医療費 120,958 22,822 98,136
後期高齢者医療広域連合負担金事業

３．２．２
児童措置費 15,708 4,160 4,160 5,300 394 1,694

子育て支援事業
３．２．２

児童措置費 166,546 115,367 25,572 4,831 20,776
児童手当支給事業

３．１．１
社会福祉総務費 88,782 14,912 44,745 5,495 23,630

国民健康保険事業繰出金
３．１．３

老人福祉費 173,868 3,584 1,818 3,212 31,179 134,075
介護保険事業特別会計繰出金

３．１．３
老人福祉費 44,800 28,742 3,030 13,028

後期高齢者医療特別会計繰出金

４．１．２
予防費 25,388 1,081 6 1,000 4,396 18,905

予防接種事業
４．１．２
予防費 20,381 28 906 5,669 2,600 11,178
保健事業
４．１．４

母子保健費 12,375 1,635 514 3 1,929 8,294
母子保健事業

1,047,065 275,411 217,486 0 18,604 101,047 434,517

社会
福祉

社会
保険

保健
衛生

合計

地方消費税交付金（社会保障財源分）を充当した社会保障施策に要する経費（令和元年度）

事業別
事業費

特 定 財 源
財 源 内 訳

一　般　財　源

区分

平成26年4月1より消費税率（国・地方）が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収

分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充当することとされています。令和元年度

甘楽町一般会計決算における社会保障施策関連経費への充当状況は下記のとおりです。

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源分） １０１，０４７千円

【歳出】地方消費税交付金（社会保障財源分）が充てられる社会保障施策に要する経費 １，０４７，０６５千円


